
平成 25年度第 1回小国地域委員会

1 開 会

2 あいさつ

3 議 題

(1)正副委員長の選任について

4 その他

・座席順について

。次回地域委員会開催 日程について

。写真撮影について

5 閉会

と き  平成 25年 4月 19日 (金 )

午前 11時 30分から

ところ  長岡市小国支所 3階大会議室



平成25年度 小国支所職員一覧

小国支所 代表電話 :95-3111 1階 FAX:95-59142階 FAX:95-2282
(小国支所では代表電話の他に各課に直接つながる直通電話がご利用いただけます。)
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平成25年度 4ヽ 国地域委員会 委員名簿

※ 順不同

任期 :平成25年 4月 1日 ～平成27年 3月 31日

名称 人数 席次 区 分 選出母体 氏  名 備 考

小
国
地
域
委
員
会

14

1 地域代表 文化協会 内 山 千 津 子

2 地域代表 総代連 也

3 地域代表 PTA 片 桐 圭 子

4 地域代表 総代連 相 馬 聖 ―

5 地域代表 農業団体 田 中 実 雄

6 地域代表 PTA 田 中 雅 人

7 地域代表 総代連 宮 川 行 雄

8 地域代表 体育団体 山 岸  誠

9 地域代表 商工団体 山 崎 廣 子

10 学識経験者 (公募 ) 相 波 葉 子

学識経験者 稲 波 忠 昭

12 学識経験者 (公募) 鈴 木 京 子

13 学識経験者 角 山 徳 郎

14 学識経験者 山 崎 豊 士



長岡市地域委員会条例

○長岡市地域委員会条例

(設 置 )

平成 17年 3月 22日

条例第 23号

第 1条  本市は、地域住民と一体となったまちづ くりを推進 し、地域に即 した自治活動を行うた
め、地方 自治法 (昭和22年法律第67号 )第 138条 の4第3項 に規定する市長の附属機関として地域
委員会を設置する。
(名 称及び担当区域)                 `

第2条  地域委員会の名称及びその担当する区域 (以下「担当区域」 とい う。 )は 、次のとおりと
する。

絣  驚
健 相 画 とす孔 )の 執獄 況罐 諏 F薯麗Ъ指針導不了晋糞

dす ヽ鋼 市 訓 口吟

(2)担 当区域に係る行政計画その他の計画の策定及び変更に関する事項
(3)担 当区域における長岡市ら、るさと創生基金を活用 したまちづ くりの施策に関する事項
(4)担 当区域に係る地域固有業務に関する事項
(5)担 当区域に関係する本市の施策に関する事項
(6)前 各号に掲げるもののほか、市長が必要 と認める事項

-2 委員会は、担当区域に係る地域のまちづ くりに関する事項について、調査をし、
をすることができる。
(組 織 )

第4条  委員会は、i4人以内の委員をもって組織する。

市長に提案

2 委員は、次に掲げる者で、当該委員会の担当区域に住所を有 し、又は担当区域に存する事業
所に勤務するもののうちから、市長が委嘱する。
(1)区長、町内会長その他地域を代表する者
(2)編入の日の前日(編 入前の山古志村にあっては、前々日)に おいて編入前の中之島町、越

ポ 櫃 赫
軋 織 蠅 品 ξ雲筵躍蚤鼎 駅 町

¨ 議

3 市長は、委員の委嘱に当たっては、当該委員会の担当区域の住民の多様な意見が適切に反映
されるものとなるよう配慮 しなければならない。
(任期 )

第5条  委員の任期は、2年 とし、再任を妨げない。ただ し、委員が欠けた場合の補欠の委員の任
期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長 )

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各 1人 を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理 し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐 し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。

川原町のうち編入前の長岡
の区域に属する区域を含む。 )

の越路町の区域 (西津町の区域に属する区域を除

iの 三島町の区

山古志地域委員会

小国地域委員会 編入前の小国町の区域

の和島村の区域

入前 の栃尾市の区域

入前の与板町の区域

の川 口町の区域



長岡市地域 委員会条例

(会議 )

第7条  委員会の会議 (以下「会議」という。)は 、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集 しなければ

ならない。
3 委員長は、会議の議長 となる.

4 会議は、委員の半数以上が出席 しなければ、これを開 くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会議は、原則として公開で行 うものとする。ただし、議長が必要 と認める場合は、会議に諮

った上で公開しないことができる。
7 委員長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求め

ることができる。
(委任 )

第8条  この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定め
る。

附 則
(施行期 日)

1 この条例は、平成17年 4月 1日 から施行する。
(平 成18年 1月 1日 の編入に伴 う経過措置 )

2 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日以後最初に委嘱する和島地域委員会、寺泊地
域委員会、栃尾地域委員会及び与板地域委員会の委員の任期は、第5条 の規定にかかわらず、
委嘱の日から平成19年 3月 31日 までとする。
(平 成22年 3月 31日 の編入に伴う経過措置 )

3 川口町の編入の日以後最初に委嘱する川口地域委員会の委員の任期は、第5条の規定にかかわ
らず、委嘱の日から平成23年 3月 31日 までとする。

附 則 (平成17年 12月 28日 条例第206号 )

この条例は、平成18年 1月 1日 から施行する。
附 則 (平成18年 12月 25日 条例第82号 )

この条例は、土地改良法 (昭 和24年法律第195号 )第 54条第4項 の規定による県営ほ場整備事業
見附地区の換地処分の公告のあった日の翌 日から施行する。            

′

附 則 (平成22年 3月 30日 条例第36号 )

この条例は、平成22年 3月 31日 から施行する。
附 則 (平成22年 12月 22日 条例第 120号 )

この条例は、土地改良法 (昭和24年法律第195号 )第 89条の2第 10項 において準用する同法第54
条第4項 の規定による県営ほ場整備事業才津地区の換地処分の公告のあった日の翌日から施行す
る。


